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１．指定都市市長会とは１．指定都市市長会とは
（１） 目的、位置づけ等

目的目的

全国の指定都市の緊密な連携のもとに 大都市行財政の円滑な推進と伸張を図る全国の指定都市の緊密な連携のもとに、大都市行財政の円滑な推進と伸張を図る

会長 神戸市長 矢田 立郎

構成構成

副会長 川崎市長 阿部 孝夫 広島市長 秋葉 忠利

札幌市長 上田 文雄 京都市長 門川 大作

指定都市市長

札幌市長 ：上田 文雄 仙台市長 ：奥山 恵美子 さいたま市長：清水 勇人

千葉市長 ：熊谷 俊人 川崎市長 ：阿部 孝夫 横浜市長 ：林 文子
相模原市長 ：加山 俊夫 新潟市長 ：篠田 昭 静岡市長 ：小嶋 善吉

指定都市市長

浜松市長 ：鈴木 康友 名古屋市長 ：河村 たかし 京都市長 ：門川 大作
大阪市長 ：平松 邦夫 堺市長 ：竹山 修身 神戸市長 ：矢田 立郎
岡山市長 ：髙谷 茂男 広島市長 ：秋葉 忠利 北九州市長 ：北橋 健治
福岡市長 ：吉田 宏

位置づけ位置づけ

指定都市市長会は、大都市の有する課題について重点的に取り組むための任意団体

指定都市市長会は 今のところ地方自治法の規定による全国的連合組織（いわゆる地方指定都市市長会は、今のところ地方自治法の規定による全国的連合組織（いわゆる地方

六団体）としては認められておらず、国会・内閣への意見提出権等を有しない

（指定都市は、全国市長会の構成団体比で2.4％（19市）、人口比では24.1％（25,626千人）を占める。）１１



１．指定都市市長会とは１．指定都市市長会とは
（２） 主な活動

主な活動主な活動（（HH2121年度年度））

指定都市市長会議の開催指定都市市長会議の開催

（H21.5.13） 指定都市市長会議in岡山

⇒ 「環境先進都市の実現に向けた指定都市アピール」採択環境先進都市の実現に向けた指定都市アピ ル」採択

⇒ 直轄事業負担金、出先機関改革に関する緊急意見の発出を決定

（H21.8.4） 第27回指定都市市長会議

⇒ 「国直轄事業負担金に関する指定都市のアピ ル 採択⇒ 「国直轄事業負担金に関する指定都市のアピール」採択

⇒ 「地方分権改革推進委員会「第３次勧告」に向けた指定都市の意見」決定

（H21.12.25） 第28回指定都市市長会議

⇒ 「「国と地方の協議の場」の基本的なあり方にかかる指定都市市長会提案等」決定

⇒ 次期会長選挙の実施

政策提言政策提言・・意見表明等意見表明等

「地域主権改革に関する提言」「政権公約に対する要請・評価」「政府予算等に関する

提案 緊急意見 等 合計36回意見等を発出 表明

２２

提案・緊急意見」等、合計36回意見等を発出・表明。



２．指定都市の現状と課題２．指定都市の現状と課題
（１） 時代認識

少子少子・・高齢化などによる人口高齢化などによる人口 経済のグローバル化などによる経済のグローバル化などによる

図表 老年（65歳以上）人口および指数（2005年=100と
した場合）の推移（推計）

減少社会の到来減少社会の到来 世界的な都市間競争の激化世界的な都市間競争の激化

図表 全国の事業所数の推移（東京都・指定都市圏域別）
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政令市合計 政令市以外の市町村

今後は･･･
出所）人口問題研究所より野村総合研究所作成 出所）H13・H18事業所・企業統計調査（総務省）をもとに作成

指定都市が、日本全体を牽引していくためには、指定都市のポテンシャ

ルを発揮できるような地方自治制度改革が必要

世界的な競争の中で 日本が競争力を発揮するためには大都市の集積と世界的な競争の中で、日本が競争力を発揮するためには大都市の集積と
機能高度化が不可欠

３３



２．指定都市の現状と課題２．指定都市の現状と課題
（２） 地方自治制度の現状

生活圏生活圏・・経済圏の拡大経済圏の拡大

経済のグローバル化、都市交通網の充実、情報化社会の進展などにより、市民の生活圏・

経済圏が拡大し、道府県の範囲を越えた取組が必要な政策課題が増大道府県の範囲を越えた取組が必要な政策課題が増大している。

基礎自治体の規模基礎自治体の規模・・能力の拡大能力の拡大礎 規模礎 規模 拡拡

平成の市町村合併の進展により、道府県事務の一部を処理する指定都市・中核市・特例市

が増加。市町村の規模市町村の規模・・能力は能力は、、拡大拡大してきている。

都道府県の役割の縮小都道府県の役割の縮小

条例による事務処理特例制度による市町村への事務移譲の拡大により、道府県事務の空洞化道府県事務の空洞化

が進んでいる。

都道府県の役割の縮小都道府県の役割の縮小

現在の地方自治制度は･･･

道府県の果たす役割などに変化が生じているにもかかわらず、道府県

制度は、明治以来改革されていないため、効果的・効率的な行政運営

が阻害されている。道府県制度の見直しを行い、基礎自治体を中心と

した新たな地方自治制度を構築することが必要した新たな地方自治制度を構築することが必要

４４



２．指定都市の現状と課題２．指定都市の現状と課題
（３） 指定都市制度の課題（事務権限）

包括的な権限移譲がない包括的な権限移譲がない

部分的な事務権限移譲部分的な事務権限移譲。。責任ある迅速な対応に課題責任ある迅速な対応に課題

包括的な権限移譲がない包括的な権限移譲がない

⇒同一事務でも、一部の決定・執行権限が道府県に留保。

広範な事務配分がない広範な事務配分がない

⇒医療、雇用対策など市民生活に密接に関連する事務権限が欠如。

道府県との不明確な役割分担道府県との不明確な役割分担

市域内で市域内で、、道府県が類似施策を重複して実施道府県が類似施策を重複して実施

⇒非効率な二重行政が発生しやすい

指定都市の事務権限は指定都市の事務権限は･･･

事務配分が特例的・部分的で、一元的・総合的な行政運営が困難であり、

市民ニーズに応じた機動的な対応が難しい市民 応じ 機動的な対応 難し

道府県との役割分担があいまいで、二重行政の弊害が生じやすい

指定都市自身が大都市問題を十分に責任を持って解決することが困難

であり、また大都市戦略を独自に展開することも難しい制度

５５



２．指定都市の現状と課題２．指定都市の現状と課題
（４） 指定都市制度の課題（税財政制度）

大都市特有の財政需要に対応大都市特有の財政需要に対応 不公平な税財政制度不公平な税財政制度

都市的課題から発生する需要の例
（福祉サービス・公的扶助に対応する支出（一人当たり歳出額））

する税財源の不存在する税財源の不存在
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指定都市が道府県に代わって担う大都市特指定都市が道府県に代わって担う大都市特

例事務に対応する税制上の措置が不十分例事務に対応する税制上の措置が不十分

１，４４４億円
税制上の措置済額

0

現行の地方税制度は、自治体の役割や規模

（千円）

出所）平成20年度 市町村別決算状況調（総務省）をもとに作成

出所）平成21年度予算にもとづく概算（指定都市市長会調べ）

例事務に対応する税制上の措置が不十分例事務に対応する税制上の措置が不十分。。

指定都市の市民は、多くの行政サービスを指定

都市から受けているにも関わらず、その負担は

道府県民税として納付している

に関係なく一律。指定都市には人口や産業の

集積に伴う大都市特有の財政需要がある大都市特有の財政需要がある

がが、、それに見合った税の配分はないそれに見合った税の配分はない。。

指定都市が果たす役割や事務に見合った税財政制度とはなっておらず、

指定都市の税財政制度は･･･

道府県民税として納付している。

指定都市 果 す役割 事務 見合 税財政制度 ず、

指定都市は厳しい行財政運営を強いられている

６６



３．新たな大都市制度の必要性３．新たな大都市制度の必要性
（１） これからの指定都市に求められる役割

大都市圏の発展に伴う産業の集積・人口の大都市圏の発展に伴う産業の集積・人口の
基礎自治体としての役割基礎自治体としての役割

集中は基礎自治体の役割の拡大に直結集中は基礎自治体の役割の拡大に直結

成長戦略拠点としての役割成長戦略拠点としての役割

少子・高齢化、人口減少等に起因する非成長・非

拡大の時代に、

⇒⇒ 限られた資源で市民福祉の最大化を目指限られた資源で市民福祉の最大化を目指
す都市経営を推進する とが必要す都市経営を推進する とが必要

情報化の進展に伴い、よりスピード化・グロー

バル化する都市間競争に対応するために、

⇒⇒ 迅速かつ効果的な施策を展開していく迅速かつ効果的な施策を展開していく

長戦 拠 役長戦 拠 役
す都市経営を推進することが必要す都市経営を推進することが必要
（（例：子育て例：子育て・・高齢者福祉等高齢者福祉等））

大都市特有の複雑、高度な行政ニーズに効率的・

効果的に対応するために、 ⇒⇒ 迅速かつ効果的な施策を展開していく迅速かつ効果的な施策を展開していく
ことが必要ことが必要（（例：企業誘致例：企業誘致・・規制緩和等規制緩和等））

市域とも都道府県域とも異なる大都市圏域が、

激動する社会経済環境に対応するために、

効果的に対応するために、

⇒⇒ 一元的一元的・・総合的な行政運営を可能とする総合的な行政運営を可能とする
ことが必要ことが必要（（例：まちづくり例：まちづくり・・医療医療・・社会資本整備等社会資本整備等））

今後の地域主権国家に、 激動する社会経済環境に対応するために、

⇒⇒ 中心都市として周辺自治体の市民中心都市として周辺自治体の市民
ニーズにも対応することが必要ニーズにも対応することが必要
（（例：高度医療例：高度医療・・広域交通広域交通・・文化振興等文化振興等））

⇒⇒ 十分な規模と能力を持つ指定都市が率先十分な規模と能力を持つ指定都市が率先
して地域主権国家のモデルとなる覚悟がして地域主権国家のモデルとなる覚悟が
必要必要

基礎自治体 役割 成 戦略拠点 役割 密接

「市民のくらし」の安定と「まちの活力」の向上「市民のくらし」の安定と「まちの活力」の向上
は、都市圏発展の基礎となるは、都市圏発展の基礎となる

併せ持つ役割･･･

基礎自治体としての役割と成長戦略拠点としての役割は相互に密接に

関連しており、一元的・総合的に担うことが、大都市戦略上重要。
７７



３．新たな大都市制度の必要性３．新たな大都市制度の必要性
（２） 自立した都市経営と大都市戦略の担い手

基礎自治体としての役割を担っていくために基礎自治体としての役割を担っていくために
指定都市自身が創意工夫と責任に基づいてその役割を果たし、大都市特有の課題に対応していく

ため、役割分担に見合った事務権限と税財政制度を確立し役割分担に見合った事務権限と税財政制度を確立し、、指定都市が自立的な都市指定都市が自立的な都市

経営を行う必要がある経営を行う必要がある

基礎自治体としての役割を担っていくために基礎自治体としての役割を担っていくために

経営を行う必要がある経営を行う必要がある。。

成長戦略拠点としての役割を担っていくために成長戦略拠点としての役割を担っていくために

大都市戦略は、中核となる指定都市を中心に、それぞれの大都市圏域を構成する地域の大都市圏域を構成する地域の

実情に精通した基礎自治体が相互調整実情に精通した基礎自治体が相互調整 連携して担 て くことが重要連携して担 て くことが重要

日本の成長 発展のために

実情に精通した基礎自治体が相互調整実情に精通した基礎自治体が相互調整・・連携して担っていくことが重要連携して担っていくことが重要。。

日本の成長・発展のために･･･

大都市自身が自立的な都市経営を行い、地域の実情に応じた大都市戦

略を 周辺自治体と相互調整・連携して担っていくことが可能な仕組略を、周辺自治体と相互調整・連携して担っていくことが可能な仕組

みを構築する必要がある。

８８

新たな大都市制度の創設が必須



３．新たな大都市制度の必要性３．新たな大都市制度の必要性
（３） 大都市制度の創設にあたっての基本的視点

基礎自治体優先の原則の徹底基礎自治体優先の原則の徹底

地域における事務は、可能な限り住民に身近な基礎自治体が処理地域における事務は、可能な限り住民に身近な基礎自治体が処理

総合的で効率的な大都市行政の推進総合的で効率的な大都市行政の推進総合的で効率的な大都市行政の推進総合的で効率的な大都市行政の推進

大都市が一元的・総合的に行政を担うことで、迅速かつ効果的な施策を展開大都市が一元的・総合的に行政を担うことで、迅速かつ効果的な施策を展開

大都市特有の行政需要への対応大都市特有の行政需要への対応

都市基盤の整備・更新・管理など一般の市町村とは異なる大都市特有の行政需要都市基盤の整備・更新・管理など一般の市町村とは異なる大都市特有の行政需要
に対応に対応に対応に対応

事務権限に見合う自主財源の制度的保障事務権限に見合う自主財源の制度的保障

大都市の実情に応じた施策を実施するため、必要な自主財源を制度的に保障大都市の実情に応じた施策を実施するため、必要な自主財源を制度的に保障大都市の実情に応じた施策を実施するため、必要な自主財源を制度的に保障大都市の実情に応じた施策を実施するため、必要な自主財源を制度的に保障

基礎自治体間の水平連携による広域的課題への対応基礎自治体間の水平連携による広域的課題への対応

大都市圏域における広域的行政課題については、大都市を中心とした基礎自治体大都市圏域における広域的行政課題については、大都市を中心とした基礎自治体
間の連携で処理間の連携で処理
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４．地域主権改革に対する意見４．地域主権改革に対する意見
（１） 権限移譲及び義務付け・枠付け・関与の見直し

政権公約

•• 基礎的自治体については、その能力や規模に応じて、生活に関わる行政サービスをはじめ、対応基礎的自治体については、その能力や規模に応じて、生活に関わる行政サービスをはじめ、対応
可能なすべての事務事業の権限と財源を、国及び都道府県から大幅に移譲します。可能なすべての事務事業の権限と財源を、国及び都道府県から大幅に移譲します。

•• 法律や政省令のうち住民の生活に密接に関係するものについては、法律や政省令の規定を廃止法律や政省令のうち住民の生活に密接に関係するものについては、法律や政省令の規定を廃止
する、もしくは地方の条例で変更できる旨や条例に委ねる旨の規定を法律や政省令に設けます。する、もしくは地方の条例で変更できる旨や条例に委ねる旨の規定を法律や政省令に設けます。

政府の動き政府の動き

地方分権改革推進計画において地方分権改革推進計画において、、6363項目項目121121条項について見直すことを閣議決定し条項について見直すことを閣議決定し、、一括一括議議
法案を国会に提出法案を国会に提出。。

地域主権戦略大綱に向けた第地域主権戦略大綱に向けた第22次見直しに着手次見直しに着手。。

指定都市の主張指定都市の主張

指定都市は高度な行政能力を有しており、国と地方の役割分担を抜本的

に見直したうえで、真に国真に国・・道府県が担わなければならない事務道府県が担わなければならない事務（（国：外交国：外交

金融等金融等 道府 基礎自治体 整 等道府 基礎自治体 整 等））以外の事務全てを担うことができる以外の事務全てを担うことができるや金融等や金融等、、道府県：基礎自治体間調整や助言等道府県：基礎自治体間調整や助言等））以外の事務全てを担うことができる以外の事務全てを担うことができる。

地方分権改革推進計画に盛り込まれた義務付け・枠付け等の見直しは、

あくまで第一歩に過ぎず、今後、大都市に関する観点も取り入れつつ大都市に関する観点も取り入れつつ、、

国及び道府県の義務付け国及び道府県の義務付け・・枠付け枠付け・・関与の更なる見直しが進むことを関与の更なる見直しが進むことを

期待期待。 1010



４．地域主権改革に対する意見４．地域主権改革に対する意見
（２） 国の出先機関の見直し

政権公約

政府 動政府 動

•• 国の出先機関である地方支分部局は、その事務を主に都道府県・政令指定都市等に移管すること国の出先機関である地方支分部局は、その事務を主に都道府県・政令指定都市等に移管すること
に伴って原則廃止し、国と地方の二重行政を解消します。に伴って原則廃止し、国と地方の二重行政を解消します。

政府の動き政府の動き

地域主権戦略大綱に向けて地域主権戦略大綱に向けて、、出先機関改革の基本的考え方について検討中出先機関改革の基本的考え方について検討中。。

出先機関の事務権限は、基礎自治体優先の原則に基づき、道府県だけで

指定都市の主張指定都市の主張

地方に事務・権限を移譲するにあたっては、人件費を含め必要な財源人件費を含め必要な財源

全てを地方へ税源移譲することが必要全てを地方へ税源移譲することが必要

なく積極的に指定都市に移譲することが必要指定都市に移譲することが必要。

全てを地方へ税源移譲することが必要全てを地方へ税源移譲することが必要。

地方への職員等の移管にあたっては職員等の移管にあたっては、、国からの一方的な押し付けはすべ国からの一方的な押し付けはすべ

きではなくきではなく、事務権限の見直しに応じて、移管を必要としないこともきではなくきではなく、事務権限の見直しに応じて、移管を必要としないことも

含め、地方が主体的に決定できるような仕組みとすることが必要地方が主体的に決定できるような仕組みとすることが必要。
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４．地域主権改革に対する意見４．地域主権改革に対する意見
（３） 税源配分の抜本的見直し

政権公約

•• 地域主権を確立し、第一歩として、地方の自主財源を大幅に増やします。地域主権を確立し、第一歩として、地方の自主財源を大幅に増やします。

•• 基礎的自治体については、その能力や規模に応じて、生活に関わる行政サービスをはじめ、対応基礎的自治体については、その能力や規模に応じて、生活に関わる行政サービスをはじめ、対応
可能なすべての事務事業の権限と財源を、国及び都道府県から大幅に移譲します。可能なすべての事務事業の権限と財源を、国及び都道府県から大幅に移譲します。

政府の動き政府の動き

平成平成2222年度政府予算において年度政府予算において、、地方交付税総額を大幅に増額地方交付税総額を大幅に増額。。
（（臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税++33..66兆円増兆円増））

地方が事務事業を自主的かつ自立的に執行できる真の地方分権を実現す

指定都市の主張指定都市の主張

るため、国と地方の役割分担を抜本的に見直したうえで、その新たな

役割分担に応じた役割分担に応じた「「税の配分税の配分」」となるようとなるよう、、地方税の配分割合を高めて地方税の配分割合を高めて

いくことが必要いくことが必要いくことが必要いくことが必要。

地方税制は事務権限に関わりなく画一的であり、指定都市が道府県に

代わって提供する行政サービスに係る経費について財源措置をするため、

個人道府県民税個人道府県民税、、法人道府県民税及び地方消費税の複数税目からの税源法人道府県民税及び地方消費税の複数税目からの税源

移譲による大都市特例税制を創設する必要移譲による大都市特例税制を創設する必要がある。
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４．地域主権改革に対する意見４．地域主権改革に対する意見
（４） 国庫補助負担金の見直し・一括交付金化

政権公約

政府の動き政府の動き

•• 補助金等をすべて廃止して、基本的に地方が自由に使える一括交付金に改めます。補助金等をすべて廃止して、基本的に地方が自由に使える一括交付金に改めます。

政府の動き政府の動き

地域主権戦略大綱に向けて地域主権戦略大綱に向けて、、補助金の一括交付金化についての基本的考え方について検討中補助金の一括交付金化についての基本的考え方について検討中。。

一括交付金は一括交付金は、、あくまでも税源移譲までの経過措置あくまでも税源移譲までの経過措置であり、最終的には

指定都市の主張指定都市の主張

税 移譲 措税 移譲 措 最終

国と地方の役割分担を見直した上で、地方が担うべき分野に係るものは地方が担うべき分野に係るものは

所要額を全額税源移譲する所要額を全額税源移譲するべき。

括交付金化にあた は 対象となる国庫補助負担金の額と同等額を対象となる国庫補助負担金の額と同等額を一括交付金化にあたっては、対象となる国庫補助負担金の額と同等額を対象となる国庫補助負担金の額と同等額を

措置措置し、地方が事業を執行するために必要となる総額が確保されるべき。

自治体間の財政力格差の是正は地方交付税の機能・役割であり 一括交一括交
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自治体間の財政力格差の是正は地方交付税の機能・役割であり、 括交括交

付金は自治体間の財政調整機能を担うべきではない付金は自治体間の財政調整機能を担うべきではない。



５．今後の指定都市市長会の取り組み５．今後の指定都市市長会の取り組み
（１） 指定都市が果たすべき役割の拡大

指定都市の意見を直接改革に反映指定都市の意見を直接改革に反映

指定都市は、活気に満ちた地域社会の形成に向けて、非常に大き

な役割を果たす地域主権国家を代表する自治体。

地域主権改革の具体案を検討する場に、指定都市が直接参加し、
意見を反映する機会が確保されたことを非常に高く評価

「地域主権戦略会議」に 北橋北九州市長が参加「地域主権戦略会議」に 北橋北九州市長が参加「地域主権戦略会議」に、北橋北九州市長が参加。「地域主権戦略会議」に、北橋北九州市長が参加。
「地方行財政検討会議」に、奥山仙台市長が参加。「地方行財政検討会議」に、奥山仙台市長が参加。

新たな大都市制度の創設に向けて新たな大都市制度の創設に向けて新たな大都市制度の創設に向けて新たな大都市制度の創設に向けて

指定都市は、各地域の発展の核となる中枢都市であり、戦略的に

都市経営を推進し、都市圏全体の活力を高め、ひいては日本全体

地方行財政検討会議において、「大都市制度のあり方」を含む地方

の発展・成長を牽引していく必要。

自治法の抜本的見直しに向けた議論がはじまったことを非常に高く
評価
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５．今後の指定都市市長会の取り組み５．今後の指定都市市長会の取り組み
（２） 地域主権の鍵を握る指定都市

【指定都市】

基礎自治体としての役割基礎自治体としての役割 成長戦略拠点としての役割成長戦略拠点としての役割

【指定都市】
活力ある国家を形成するための２つの役割を併せ持ち、地域主権国家の根幹を担う

指定都市が結束して 新たな国づくりに積極的提言を実施

基礎自治体としての役割基礎自治体としての役割
市民にもっとも身近な地域主権国家の主役市民にもっとも身近な地域主権国家の主役

成長戦略拠点としての役割成長戦略拠点としての役割
世界の諸都市と競争し、日本を牽引するエンジン世界の諸都市と競争し、日本を牽引するエンジン

指定都市が結束して、新たな国づくりに積極的提言を実施

真の地域主権改革の真の地域主権改革の

実現による都市圏域の実現による都市圏域の

新たな大都市制度新たな大都市制度

の創設による日本全体の創設による日本全体

市民生活と都市活力市民生活と都市活力

の向上による豊かさのの向上による豊かさの

活性化活性化 の競争力強化の競争力強化 実感実感

大都市制度をはじめとする事務権限の移譲 社会保障制度のあり方
これからの地方自治のあり方義務付け・枠付けの解消

税源配分の抜本的見直し
社会資本整備のあり方

情報発信や都市間連携の
あり方 1515


